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事実の概要

　日本法人Ｘと英国法に基づき設立されたＡは、
平成 15 年からディーラー契約を締結・更新して
きたが、平成 25 年 12 月、Ａが製造する自動車
の販売等の東京におけるディーラーをＸとする契
約（以下「本件ディーラー契約」という。）を締結した。
　本件ディーラー契約には、同「契約並びに同契
約から生じ又は同契約に関連するいかなる紛争及
び請求（契約に基づかない紛争及び請求を含む。）
は、英国法に準拠し、これに従って解釈されるも
のとする」、同「契約及び同契約から生じ又は関
連する、いかなる紛争、見解の不一致又は請求（同
契約の存在、有効性、不履行及び終了、又は同契
約の無効から生ずる結果に関する紛争を含む。）
は、当事者間の信義誠実に基づいた交渉を通じて
解決されるものとする」、交渉により解決できな
かった場合はロンドン国際仲裁裁判所の仲裁に付
託される旨の条項（以下「本件仲裁合意」という。）
が定められていた。
　本件ディーラー契約は、ＡのＸに対する終了通
知により、平成 29 年に終了した。
　Ｘは、Ａの職務執行者Ｙ１、Ａの従業員として
雇用され、Ａのアジア・パシフィック地域ディレ
クターとして、同地域におけるＡの代表行為権限
を有するＹ２、Ａが 100％出資して設立し、同社
が唯一の社員（業務執行社員兼代表社員）となる合
同会社Ｙ３（以下「Ｙら」という。）に対し、共同
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、主
位的には、ＡとＹらは、共同して、Ｘが事業投資
をすればＡと新たなディーラー契約を締結できる

かのような言動をとってＸに事業投資をさせたに
もかかわらず、結局新たな契約を締結せず、Ｘに
損害を与えた旨主張し、予備的には、Ｙらは、Ａ
がＸとの間で新たなディーラー契約を締結する意
思を有していないことを知りながら、Ａにその意
思があり、かつ、自己に新たなディーラー契約の
決定権限があるかのように装って、新たなディー
ラー契約が締結されないのであれば支出しない費
用をＸに負担させて損害を与えた旨主張した。
　Ｙらは、本案前の抗弁として、仲裁合意の抗弁
等を主張し訴えの却下を求めた。
　裁判所は、以下のとおりＹらの仲裁合意の抗弁
を認め、Ｘの訴えを却下した。

判決の要旨

　訴え却下。
　１　本件仲裁合意の準拠法
　(1)　「いわゆる国際仲裁における仲裁合意の成
立及び効力については、法の適用に関する通則法
7条により、第一次的には当事者の意思に従って
その準拠法が定められるべき」である。
　(2)　「本件仲裁合意には、その準拠法について
の明示の合意はない」が、本件ディーラー契約に
おいて、英国法「に準拠しこれに従って解釈され
るものと定められていること及び仲裁地が英国ロ
ンドンと定められていること」から、ⅩＡ間では
「本件仲裁合意の準拠法を英国法とする旨の黙示
の合意がされたもの」と認められる。
　２　本件仲裁合意の効力の客観的範囲
　(1)　英国貴族院の判例では、「仲裁合意の解釈
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は、特定の問題を仲裁人の管轄事項から除外する
ことを目的とする明確な文言が存在しない限り、
当該仲裁合意の当事者が、合理的なビジネスマン
として、当該当事者間に生じ又は生じようとして
いる関係から生じる一切の紛争を同一の裁判所に
より解決することを意図したとの推定を前提とし
て行うべきである旨の解釈が示されている」。
　(2)　Ｘ主張の紛争は、いずれも「本件ディー
ラー契約の終了に伴い、ＸがＡとの新たなディー
ラー契約を締結することを求めて交渉した過程で
生じたとするものである。
　そうすると、かかるＸ主張の紛争は、本件ディー
ラー契約に関連する紛争、あるいは同契約の終了
に関する紛争というべき」であり、本件仲裁合意
が仲裁の対象として定める紛争に含まれることは
「文言上から明らかというべきである。」
　(3)　「また上記……判例が示した解釈に照らし
ても、……ＸとＡは、当該紛争も同一の裁判所
……により解決することを意図していたと推定さ
れる」から、本件各請求に係る紛争は、本件仲裁
合意の効力の客観的範囲に含まれる。
　３　本件仲裁合意の効力の主観的範囲
　(1)　Ｃ教授は、英国の判例を踏まえると、英
国裁判所は、「親会社による完全子会社に対する
完全な支配関係が認められる場合において、相手
方の親会社に対する請求とその完全子会社に対す
る請求とがそれぞれ、重複手続、判断相違の可能
性の回避による統一的判断が必要なほどに相互に
密接に関連するときは、その完全子会社は、相手
方の請求について、相手方の親会社に対する請求
を対象とする相手方と親会社との仲裁合意を主張
することができるという法理……に従った判断を
する蓋然性が高いとする旨の意見を示している
が、その専門的知見に基づく上記意見に疑問を差
し挟むべき事情は見当たらない。」
　(2)　Ｙ１乃至Ｙ３は、「いずれも、Ａの完全な支
配下にある者ということができる。」
　そして、「Ｘ主張のＹらの責任の有無を判断す
るには、本件終了通知後にＡがどのような意図の
下にＸとの間でどのような新たな契約に関する交
渉を行ったのか、当該交渉においてＡとＹらとは
どのような関係にありＹらはどのような行為をし
たのか、Ｙらの行為はＡの意図に基づくもので
あったのかといった争点の判断が必要となると解
される。そして、これらの争点は、本件仲裁合意

の対象となるＸとＡとの間の本件ディーラー契約
の終了に伴う新たな契約の交渉過程で生じた紛争
においてＡの責任の有無を判断する場合の争点と
ほぼ同一であって、Ｙらの責任の有無の判断とＡ
の責任の有無の判断は、重複手続、判断相違の可
能性の回避による統一的判断が必要なほどに相互
に密接に関連するというべきである」から、上記
の法理に基づき、ＹらはＸに対し、本件仲裁合意
の効力が本件各請求に係る紛争に及ぶと主張する
ことができる。
　(3)　また、Ｘ主張の紛争を、「Ａを被告としな
いことで、本件仲裁合意の拘束力を回避して、日
本の裁判所に持ち込むことが可能であるという解
釈をすることは、……本件ディーラー契約や本件
仲裁合意の趣旨に明らかに反する」し、上記「英
国貴族院の判例の趣旨にも沿わない」。

判例の解説

　一　問題の所在
　仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴
えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申
立てにより、訴えを却下しなければならない（仲
裁法 14 条 1 項本文）。そこで、仲裁合意の存在が
本案前の抗弁（いわゆる、妨訴抗弁）として主張
されると、当該合意の成否や効力が争われること
があるほか、国際仲裁の場合にはその準拠法も問
題となる。
　本件では、❶国際仲裁であることを前提に、❷
主たる契約の終了に伴い新たな契約を締結するこ
とを求めて交渉した過程で生じた紛争に合意の効
力が及ぶか（客観的範囲）、❸仲裁合意を締結した
一方当事者たる会社の役職員や完全子会社に、合
意の効力が及ぶか（主観的範囲）が争われた。
　本判決は、❶国際仲裁である本件仲裁合意の準
拠法を英国法であると解し、同法の解釈によれば
❷❸のいずれの点からも合意の効力が及ぶといえ
るから、訴えは却下すべきと判示した。

　二　仲裁合意の準拠法
　仲裁合意の準拠法が問題となる局面には、仲裁
合意の成立、内容・解釈、効力、失効等があるが、
別段の理由がある場合を除き、単一の仲裁合意の
準拠法によって律せられるべきものと解されてお
り１）、本件は、これらのうち仲裁合意の効力の局
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面におけるものと位置づけられる。
　最高裁は、法の適用に関する通則法（以下「通
則法」という。）施行前の事案において、「国際契
約における仲裁契約の成立及び効力については、
法例 7条 1 項により、第一次的には当事者の意
思に従ってその準拠法が定められるべきものと解
するのが相当である。そして、仲裁契約中で右
準拠法について明示の合意がされていない場合で
あっても、仲裁地に関する合意の有無やその内容、
主たる契約の内容その他諸般の事情に照らし、当
事者による黙示の準拠法の合意があると認められ
るときにはこれによるべきである」と判断してい
る２）。
　本判決も、前記最判を引用し、通則法 7条を
基準に、本件仲裁合意の準拠法が英国法であると
判断している。

　三　仲裁合意の効力の客観的範囲
　仲裁合意の効力がいかなる紛争にまで及ぶかと
いう問題について、わが国では、契約自由の原則
の下、仲裁合意の解釈により定まるとされてい
る３）。実際上は、本件仲裁合意のように概括的に
定められていることが多く、「当該契約関係の存
続を前提とする契約内容の解釈についての紛争あ
るいは事情の変更による契約内容の修正について
紛争が生じた場合はもとより、契約関係の終了原
因あるいは債務不履行による損害賠償請求に関す
る紛争の場合も仲裁判断の対象としたものと解す
る」などとされている４）。
　他方で、国際仲裁の場合には、判例上、仲裁合
意の準拠法に従って判断されることになるとされ
ている５）。本判決も、準拠法が英国法であること
を前提に、英国の判例を示し（判旨２(1)）、これ
に従って判断している（判旨２(3)）。
　もっとも、本件紛争が主たる契約に「関連する
紛争」、あるいは「同契約の終了に関する紛争」
であると「文言上から明らか」（判旨２(2)）にい
えるかには疑問がある。英国法下では広範囲に及
ぶと解されるのかもしれないが、裁判例の中には、
本判決で引用された英国の判例のほか、英国弁護
士の「英国裁判所は、契約条項の範囲を判断する
ように求められた場合、契約の文言から契約当事
者の意思を推認する」旨の意見書も踏まえて、「英
国を準拠法とする本件仲裁合意の解釈に当たって
は、本件仲裁合意自体の文言、仲裁合意を含む本

件傭船契約の解釈及び契約締結に至る経緯などを
考慮して、検討すべきである」との解釈を示した
もの６）もあり、これによれば英国法下において
もわが国の解釈と大きな差異はないように思われ
る。
　少なくともわが国の解釈を前提とした場合に
は、新たな契約締結にむけた交渉が従前の契約に
関連しているというには相応の理由を要すると思
われる。例えば、当該紛争において主たる契約の
内容・経緯が相当程度争点になる場合であれば、
当事者の合意当時の合理的意思に照らし、当該仲
裁合意の対象に含まれると解されよう。本件にお
いては、主たる契約と新たに締結しようとする契
約がいずれも同一当事者間の同種の契約という紛
争の同質性があり、かつ主たる契約の終了に伴う
新たな契約締結交渉ということで経緯の連続性が
あるので、主たる契約の内容・経緯が相当程度争
点になるとも思われるが、その判断はより慎重に
なされるべきである。

　四　仲裁合意の効力の主観的範囲
　わが国では、従前、仲裁合意上の地位の承継に
ついて議論がされてきたが、法人が締結した仲裁
合意の効力が法人の役職員等に及ぶかという点に
ついても、最高裁が、米国法の解釈としてではあ
るものの法人代表者にも及ぶ旨を判示した７）こ
とをきっかけに議論されるようになった。例えば、
（ⅰ）代表者の行為が法人の契約締結または履行
の一部としてなされたような場合に仲裁契約の効
力の代表者への拡張を認めるべきとする見解８）、
（ⅱ）仲裁契約の主体の一体性（会社の法人格の形
骸化）を根拠に取引関係から生じる紛争について、
黙示の仲裁合意が代表者・取引相手方間にも成立
したと構成する見解９）、（ⅲ）仲裁契約の趣旨に
より、実質的な当事者にも仲裁契約の効力が及ぶ
とする見解 10）、（ⅳ）原則は及ばないが、法人の
構成や仲裁合意の締結の状況等から、役員等の提
訴が訴権の濫用あるいは役員等への提訴が禁反言
の法理に当たる場合には例外的に役員等も仲裁合
意に拘束されるとする見解11）などがある12）。もっ
とも、代表者以外の役職員や子会社についてはあ
まり議論されていない 13）。
　本判決では、準拠法が英国法であることを前提
に、英国の判例及び意見書を踏まえて（判旨３(1)）、
Ｙらに仲裁合意の効力が及ぶことを認めた。かか
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る判断においては、①支配関係の完全性と、②合
意当事者に対する請求と当該第三者に対する請求
との密接関連性が考慮された。
　英国法を準拠法とした裁判例の中には、主観的
範囲においても前述の客観的範囲と同様に、文言
のみならず主たる契約の解釈、契約締結に至る経
緯などを考慮して仲裁合意を解釈すべき 14）とし
ているものがあるところ、本判決も、明示はされ
ていないがこのような合意解釈の問題であること
を前提にしていると思われる。上記①②は、合意
解釈のための完全子会社事案における考慮要素と
位置づけられよう。
　これを前提に本判決をみると、まず①支配関係
の完全性については、完全子会社であるＹ３への
判断としては首肯できるが、完全子会社について
の解釈を、Ｙ１、Ｙ２ら役職員に拡張してよいかは
疑問がある。なぜならば、合意当事者のおよそ支
配下にある者すべてを仲裁合意に拘束すること
が、合意当時の当事者の合理的意思とは考え難い
からである。支配関係の完全性は、あくまで「完
全」子会社であること、すなわち親会社と実質的
な同一性があることを前提にしていると考える。
ところが、職務執行者や代表行為権限のある従業
員は、当該法人と実質的な同一性は認められない
から、その前提を欠く。Ｙ１やＹ２については、例
えば、その者らの行為が法人の契約締結または履
行の一部としてなされたか否か（上記（ⅰ）の見解）
などを考慮して合意解釈すべきではなかろうか。
　また、②請求の密接関連性については、客観的
範囲の問題と類似の視点といえる。密接関連性の
判断にあたっては、争点の同一性が考慮されてい
るが、これは客観的範囲においても考慮されるべ
き事項である 15）。
　本判決はあくまで英国法の解釈を前提としたも
のであるが、支配関係の完全性や請求の密接関連
性が認められる場合には、訴権の濫用や禁反言の
法理（上記（ⅳ）の見解）に該当するとも考えら
れるところ、わが国を準拠法とする同種事案にお
いても参考になると思われる 16）。

　五　その他
　判旨３(3) は、仲裁合意の潜脱を警告するよう
にも読める。紙幅の都合上詳細な検討はできない
が、仮にＡが全く意図しないところでＹらが暗躍
したような事情があるならば、むしろ公序則等を

適用し、日本の裁判所で実体審理すべき場合もあ
るかもしれない。
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